
とおの議会だより3

３
月
定
例
会

　
平
成
❷❺
年
３
月
定
例
会

が
３
月
１
日
に
招
集
さ
れ
、

❶❺
日
ま
で
の
❶❺
日
間
の
会

期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　
今
定
例
会
で
は
、
市
長

の
市
政
方
針
演
述
及
び
教

育
委
員
長
の
教
育
行
政
推

進
の
基
本
方
針
演
術
が
あ

り
ま
し
た
。
一
般
質
問
に

は
９
人
の
議
員
が
登
壇
し
、

市
政
を
問
い
ま
し
た
。

　
提
案
さ
れ
た
条
例
❶❷
件
、

平
成
❷❺
年
度
一
般
会
計
予

算
、
❷❹
年
度
補
正
予
算
９

件
、
❷❺
年
度
特
別
会
計
予

算
等
７
件
、
そ
の
他
３
件

の
全
❸❷
議
案
を
原
案
の
と

お
り
可
決
し
た
ほ
か
、
発

議
案
５
件
を
可
決
し
ま
し

た
。

議�

員�

発�

議

　

今
定
例
会
で
は
、
５
件

の
議
員
発
議
案
が
提
出
さ

れ
、
原
案
の
と
お
り
可
決

し
ま
し
た
。

◆
発
議
案
第
１
号

　

遠
野
市
議
会
基
本
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

◆
発
議
案
第
２
号

　

遠
野
市
議
会
政
務
活
動

費
の
交
付
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

◆
発
議
案
第
３
号

　

遠
野
市
議
会
政
務
活
動

費
の
交
付
に
関
す
る
規
則

の
制
定
に
つ
い
て

◆
発
議
案
第
４
号

　

地
方
固
有
の
財
源
で
あ

る
地
方
交
付
税
制
度
の
堅

持
を
求
め
る
意
見
書
の
提

出
に
つ
い
て

◆
発
議
案
第
５
号

　
「
生
活
保
護
基
準
の
引

き
下
げ
を
し
な
い
こ
と
」

を
求
め
る
意
見
書
の
提
出

に
つ
い
て

と
健
康
を
守
る
会　

　

代
表
者　

及
川　

昇
一

　
　
　
　

�（
一
部
採
択
）

一
部
採
択
の
理
由

　
「
生
活
保
護
基
準
の
引

き
下
げ
は
し
な
い
こ
と
。」

及
び
「
生
活
保
護
費
の
国

庫
負
担
は
、
現
行
の
75
％

か
ら
全
額
国
庫
負
担
に
す

る
こ
と
。」
に
つ
い
て
は

諒
と
す
る
が
、「
生
活
保

護
の
老
齢
加
算
を
復
活
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平

成
24
年
４
月
に
、
生
活
扶

助
の
老
齢
加
算
の
廃
止
を

内
容
と
す
る
生
活
保
護
法

に
よ
る
保
護
の
基
準
の
改

定
が
違
法
で
あ
る
と
い
う

最
高
裁
の
判
決
が
出
さ
れ

て
お
り
、
司
法
上
も
老
齢

加
算
の
廃
止
は
認
め
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
老
齢
加
算
の
復
活
は

現
実
的
に
難
し
い
と
判
断

し
、
そ
の
部
分
を
除
い
て

一
部
採
択
と
し
た
。

◆
請
願
第
２
号　

　

消
費
税
増
税
に
反
対
す

る
請
願　
　
　

◎
請
願
者　

く
ら
し
を
考

え
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　

　

代
表
者　

高
橋　

克
公

　
　
　
　
　

�（
不
採
択
）

不
採
択
の
理
由

　

憲
法
第
25
条
に
お
い
て

は
、
す
べ
て
国
民
は
、
健

康
的
で
文
化
的
な
最
低
限

度
の
生
活
を
営
む
権
利
を

有
し
、
国
は
、
す
べ
て
の

生
活
面
に
つ
い
て
、
社
会

福
祉
、
社
会
保
障
及
び
公

衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
う
た
わ
れ
て
い
る
。

　

今
後
も
こ
の
社
会
保
障

制
度
を
維
持
す
る
た
め
に

は
、
国
債
に
頼
ら
な
い

し
っ
か
り
と
し
た
財
源
の

確
保
が
必
要
で
あ
る
。

　

国
で
は
、
２
０
１
３
年

の
実
質
経
済
成
長
率
を
２
．

５
％
と
す
る
見
通
し
を
打

ち
出
し
て
お
り
、
生
活
必

需
品
等
へ
の
軽
減
税
率
の

導
入
も
含
め
た
３
党
合
意

の
増
税
決
定
の
中
で
、
今

後
も
続
く
少
子
高
齢
化
を

考
え
た
場
合
、
財
源
確
保

の
た
め
の
消
費
税
率
の
引

き
上
げ
は
、
避
け
て
は
通

れ
な
い
も
の
と
判
断
し
、

不
採
択
と
し
た
。

意
見
書

請　

願

「
生
活
保
護
基
準
の
引
き

下
げ
を
し
な
い
こ
と
」
を

求
め
る
意
見
書

　

生
活
保
護
基
準
の
引
き

下
げ
は
、
利
用
し
て
い
る

人
た
ち
の
暮
ら
し
を
よ
り

一
層
大
変
に
し
、
最
低
賃

金
や
年
金
、
就
学
援
助
な

ど
、
各
種
制
度
に
も
影
響

す
る
。
国
民
生
活
の
最
低

保
障
水
準
の
土
台
を
な
す

生
活
保
護
制
度
は
、
国
が

全
額
責
任
を
持
っ
て
保
障

す
べ
き
で
あ
り
、
生
活
保

護
基
準
の
引
き
下
げ
を
し

な
い
こ
と
を
求
め
る
。

【
意
見
書
の
趣
旨
】

●
生
活
保
護
基
準
の
引
き

下
げ
を
し
な
い
こ
と
。

●
生
活
保
護
は
、
全
額
国

庫
負
担
に
す
る
こ
と
。

請
　
願

◆
請
願
第
１
号　

　
「
生
活
保
護
基
準
の
引

き
下
げ
は
し
な
い
こ
と
」

の
意
見
書
提
出
を
求
め
る

請
願　
　
　

◎
請
願
者　

遠
野
市
生
活

地
方
固
有
の
財
源
で
あ
る

地
方
交
付
税
制
度
の
堅
持

を
求
め
る
意
見
書

　

地
方
の
固
有
財
源
で
あ

る
地
方
交
付
税
を
、
国
の

政
策
目
的
を
達
成
す
る
た

め
の
手
段
と
し
て
用
い
、

国
が
地
方
公
務
員
の
給
与

削
減
を
強
制
す
る
こ
と
は
、

地
方
自
治
の
根
幹
に
関
わ

る
。
よ
っ
て
今
回
の
よ
う

な
措
置
を
行
わ
な
い
こ
と

を
求
め
る
。

【
意
見
書
の
趣
旨
】

●
国
と
地
方
の
信
頼
関
係

を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、

地
方
と
の
十
分
な
協
議
を

経
な
い
ま
ま
、
地
方
公
務

員
給
与
費
に
係
る
地
方
交

付
税
を
一
方
的
に
削
減
す

る
今
回
の
よ
う
な
措
置
を

行
わ
な
い
こ
と
。

●
本
来
、
給
与
は
地
方
公

務
員
法
に
よ
り
、
個
々
の

自
治
体
の
条
例
に
基
づ
き

自
主
的
に
決
定
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
自
主
性

を
侵
さ
な
い
こ
と
。


